
 

 

 

 

 

女性の活躍推進に積極的な業界団体へ 

福井労働局長が協力要請を行います！ 
～女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦～ 

 

女性の活躍を推進していくことは、日本の成長戦略の中核として位置づけられています。 

厚生労働省では、女性の活躍推進を図るため、企業に対してポジティブ・アクション（※）

の取組を促す「女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦」を実施しています。 

福井労働局(局長 加藤 滋穂)では、営業大作戦の取組の一環として、従来から男性が多い業

界で女性労働者比率が他業種と比較して低い業種でありながら、近年、女性の採用拡大、職域拡

大に意欲的である一般社団法人福井県建設業協会及び一般社団法人福井県トラック協会に、協力要

請を行います。 

 

 

 

２ 要請事項 

女性の活躍推進の取組について、文書手交による協力要請を行います。 

※当日の取材についてよろしくお願いいたします。 

取材ご希望の際は雇用均等室へ（TEL 0776-22-3947）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 

 

当 

福井労働局 雇用均等室 

雇 用 均 等 室 長   野添 雅恵 
地方育児・介護休業指導官 三浦 直子 

電  話（０７７６）２２－３９４７   

日  時 団  体 場  所 

平成２７年２月１２日（木） 

１３：３０～ 

一般社団法人 
福井県建設業協会 

福井市御幸 3-10-15 

平成２７年２月１３日（金） 

１３：３０～ 

一般社団法人 
福井県トラック協会 

福井市別所町 17-18-1 

福 井 労 働 局 発 表 

平成２７年 ２月 ６日    

ポジティブ・アクシ

ョンシンボルマー

ク「きらら」です。 

１ 要請日時 

(※)ポジティブ・アクションとは 
企業によっては、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から「女性管

理職がいない」、「営業職は男性が大半を占めている」といった仕事上の格

差が男女労働者間に生じていることがあります。 

ポジティブ・アクションとは、このような男女労働者間の差の解消を目指

して、個々の企業が行う、自主的かつ積極的な取組をいいます。 


